
令和５年度システム改修票（2023/10/10リリース）

№ 登録画面 項番 改修前 改修後

1 トップ画面 評価者情報の編集
について

'評価者情報の編集は評価者講習シ

ステム（eラーニング）で行う

評価者情報の編集は

評価サイト（評価者向け）で行う

※評価者講習システム（eラーニング）は受講修了後、次回更新講習まで利用不要

評価者情報の編集方法について
１．マンション管理適正評価サイト（評価者向け）にログインします。
２．トップ画面右上ある「評価者」ボタンをクリックします。
３．評価者情報の編集画面より編集可能となります。

保有資格の更新について
保有資格（管理業務主任者又はマンション管理士）の更新時、
新たな有効期限と資格証※の更新が必要です。
※マンション管理士の場合、資格取得後5年を経過している方は登録講習修了証
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